
議案第  号 
宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条 
例の制定について 

 宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 
 令和４年（２０２２年）１２月 日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵  
 

宝塚市条例第  号 

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第１３

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

第２条 宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第６条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

 附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年６月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（次項において「新条例」という。）の規定は、令和４年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の宝塚市議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新

条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 



議案第   号 

 宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)新旧対照表(第1条

による改正関係) 

現行 改正案 

(期末手当) (期末手当) 

第6条 （略） 第6条 （略） 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

162.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

167.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

3・4 （略） 3・4 （略） 

 



宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)新旧対照表(第2条

による改正関係) 

※この新旧対照表については、第1条の規定による改正後の宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例(昭和31年条例第13号)を現行として作成しています。 

現行 改正案 

(期末手当) (期末手当) 

第6条 （略） 第6条 （略） 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

167.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

165  を乗じて得た額に、基準日以前6月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる

在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

3・4 （略） 3・4 （略） 

 



都市経営会議資料

総務部人事室給与労務課

宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 改正内容

支給月数

 国の特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、市議会議員の期末手当の支給月
数を、令和4年度12月期は0.05月引き上げ1.675月とし、令和5年度以降は、引き上げ分を6月
期と12月期に振り分け、それぞれ1.65月とする。

資料１ 宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正概要

現行 改正後 増減

６月期 1.625 1.625 -

（ 国 ） （1.625） （1.625） （ - ）

１２月期 1.625 1.675 +0.05

（ 国 ） （1.625） （1.675） （+0.05）

年間計 3.25 3.3 +0.05

（ 国 ） （3.25） （3.3） （+0.05）

令和４年度

６月期

（ 国 ）

１２月期

（ 国 ）

年間計

（ 国 ）

3.3

（3.3）

（1.65）

1.65

1.65

（1.65）

令和５年度以降

改正後

（月）（月）




